
 
屋 外 広 告 物 許 可 基 準 の 確 認 事 項 

申  請  者 
申  請  地 

株式会社●● 
白井市●● 

禁 止 区 域（条例第 4 条）  
□第１種低層住居専用地域 
□第２種低層住居専用地域 
□生産緑地地域  

許 可 地 域（条例第６条） 
都計法第 5 条の都市計画区域 

□第１種中高層住居専用地域    
□第２種中高層住居専用地域   □近隣商業地域 
□第１種住居地域        □準工業地域 
□第２種住居地域        □工業専用地域 
□準住居地域          □市街化調整区域 

許可の基準（規則第１０条第 1 項） 

〔■適  □否〕 

□地色に黒色又は原色（赤・青・黄）を使用したことにより、良好な 
景観の形成を阻害し、又は風致を害するものでないこと。ただし、登録商標

については、この限りでない。 
□蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な

景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、又は、交通の安全を妨げるもの

でないこと。 
□前回許可と変更なく（継続申請）、適合と認める。 

許可の基準（規則第１０条第２項） 

広告物の高さ等 
 
〔■適  □否〕 

□独立広告物の高さ制限：上端１５ｍ以下 
ｍ≧申請  ｍ 

□壁面広告物：壁面からの突出不可 
□壁面突出広告物：壁面から 1m 以下、軒の高さ以下 
□屋上広告物の高さ制限：軒の高さ×５／３ 

・軒の高さ  m×5/3＝  m＞申請   m 
軒の高さ×５／３が 10m 未満は、地上から 10m まで 

広告物の表示面積 
 
〔■適  □否〕 

□独立広告物の表示制限：１表示面積が 30 ㎡以下 
30 ㎡≧申請 （最大）  ㎡ 

□独立広告物相互間の距離：5ｍ以上（一表示面積が 10 ㎡以上のものは別基準） 
□壁面広告物：１壁面につきその壁面面積×1／5 以下 
       かつ壁面の端から突き出してはならない 
 ・壁面（ 側）   ㎡×1/5＝  ㎡≧申請   ㎡ 
 ・壁面（ 側）   ㎡×1/5＝  ㎡≧申請   ㎡ 
 
□屋上広告物の表示制限：壁面の最大投影面積×1／5 以下 
・壁面  ㎡×1/5＝  ㎡≧申請   ㎡ 

 
□前回表示面積に変更なし  

他法令等 □不要 
〔□適  □否〕 

□市街化調整区域開発許可など 
□工作物確認 
□土地契約書添付 

許可の基準（白井市手数料条例） 
許可手数料 合計   円 
合計面積  ㎡ 

手数料算定根拠 

【独立】 
縦  ｍ×横  ｍ×  基＝  ㎡ 
【壁面】 
高さ ｍ×幅  ｍ×  面＝  ㎡ 
【計】 
（独立）  ㎡+（壁面）  ㎡＝   ㎡     
【手数料】（白井市手数料条例別表） 
●≦  ㎡＜○   ○×2,000＝  円 

特記事項  



 


